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新規指定介護保険事業者を対象とした研修会を下表のとおり開催します。

現在、滞りなく介護保険請求をされている事業所においても、担当者が代わられた場合などには、この機

会にご参加ください。

本会からは介護給付費等の請求をするうえでの基本的事項についての説明、県介護支援課からは新規指定

事業者向けの説明を行います。サービス種類別の詳細な説明は行いませんのでご承知おきください。

なお、参加を希望される事業者は資料等を事前に送付する関係上、1 週間前までに事業所番号、事業所

名、参加者名をＦＡＸ（026-238-1581）にてご報告ください。

※ 当日は『来庁者駐車場』に駐車いただき、駐車券を会場までお持ちください

新規または、現在の事業所情報や請求方法等に変更があった場合、国保連に「介護給付費等の請求及び受領

に関する届」を提出します。事業所の請求や介護報酬の支払いに係る重要な書類ですので、記載もれや誤りの

無いようご留意ください。

また、本様式は本会にご連絡いただいた時点で送付いたしますが、提出の際は必ず郵送でお願いいたします。

なお、記載方法等についても一緒に送付しておりますが、ホームページにも掲載しておりますので併せて

ご確認ください。

標記システムは令和５年４月２０日から利用開始となっています。システム利用に係るライセンス料は介護

報酬からの差引を基本としており、差引のタイミングについては以下のとおりとなっていますのでご確認くだ

さい。なお、差引を希望されない事業所については、請求書送付による口座振込みも可能です。

申請月 申請月+１ 申請月+２

16 日 15 日

介護報酬より差引

≪差引タイミング例≫

利用申請期間 ライセンス料差引タイミング

令和５年４月１日～４月１５日※
令和５年６月支払いの介護報酬から差引

令和５年４月１6 日～５月１５日

令和５年５月１6 日～６月１５日 令和５年７月支払いの介護報酬から差引

令和５年６月１6 日～７月１５日 令和５年８月支払いの介護報酬から差引

令和５年７月１6 日～８月１５日 令和５年９月支払いの介護報酬から差引

※利用申請開始月の為

開催日 場所 時間

令和５年７月 25 日（火） 松本市役所東庁舎４F（第二委員会室） 午後１時 30 分～4 時 30 分

1 新規指定介護保険事業者研修会について

3 ケアプランデータ連携システムのライセンス料について

2 「介護給付費等の請求及び受領に関する届」について

申請のタイミング



信濃の介護保険 No.20９（2023 年６月 20 日）

サービス事業所の届出内容の変更や新規事業所の開始に伴い、給付管理票の提出において下記①～③の事例

で返戻の対象となる誤りが多数見受けられます。以下の内容を確認していただき、正しい記載・入力での提出

をお願いします。

①サービス事業所の事業所番号に変更があったが、以前の事業所番号のまま本会へ提出した。

②サービス事業所のサービス種類の登録と識別コード欄の記載・入力が誤った状態で本会へ提出した。

（例）地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業へ移行したサービス事業所があったが、

識別コード欄を「１ 指定事業所」として記載し、本会へ提出した。

※請求ソフトの事業所マスタの識別コードを誤ったまま登録しており、修正せずに給付管理票の提出

を行う居宅介護支援事業所等（居宅・地域包括）が散見されますのでご注意ください。（下図参照）

③サービス事業所から新たな加算（限度額管理対象）の届出をした旨の連絡があったが、計画単位に

含めず給付管理した。

⇒①、②ともに給付管理票の記載誤りのため、給付管理票が返戻となりサービス事業所の請求が全て

「保留」となります。

③はサービス事業所が返戻（「査定でエラーのあるもの」）となります。また、給付管理票も「修正」

で再提出する必要があります。

上記の場合、該当する介護給付費等が事業所へ支払われませんのでご留意ください。

令和５年 6 月審査分の支払日は７月 28 日（金）、令和５年７月審査分の締め切りは７月 10 日（月）です。

6 月審査分の返戻通知等の送信日は７月 3 日（月）夕方、発送日は７月４日（火）を予定しております。

4 給付管理票提出時の留意点について

サービス事業所の作成区分は以下のとおり。

事業所番号（3 桁目） 事業所区分 識別コード

1～7、B（※１） 指定 1

8 基準該当 2

7、9（※２） 地域密着型 5

1～9、A（※３） 総合事業 6

※１ 地域密着型サービス・総合事業サービスを除く
※２ 地域密着型サービスの場合
※３ 総合事業サービスの場合

事業所番号が変更となった場合、事業所番号欄

を必ず修正してください。

請求ソフトをお使いの場合は、事業所番号と識別コード

の登録が正しいか、再度確認をお願いします。


